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新型コロナウイルス感染症の発生に伴うマスクの転売防止について 

 

 

 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記新型コロナウイルス感染症の発生に伴うマスクの転売防止について、日本

薬剤師会より別添のとおり通知がありました。 

昨日、国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令について閣議決定された

ことを受け、今後、個人による取得価格を超えるマスクの譲渡が禁止され、違反者には

罰則が科されます。同政令は本年3月15日より施行される見込みとのことです。 

今般、薬局等においては、消費者に対して店内掲示等を通じた注意喚起のための取り

組みが求められております。 

つきましては、取り急ぎお知らせいたしますので、貴会(部会)会員にご周知ください

ますよう、よろしくお願いいたします。 
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